
（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則　様式第1号）
　　　　　登　　録

浄化槽保守点検業　　　　　申請書
　　　　　更新登録
年　　　月　　　日

福 井 県 知 事　　様
住　所

申請者

氏　名　 　　　　　　　　　　　　　　印
（法人にあっては、名称および代表者の氏名）

電話番号（　　　　）　　－
　　　福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第３条第１項の規定により、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　登　　　録

次のとおり、浄化槽保守点検業の　　　　　　　を申請します。

　　　　　　　　　　  　　　　　　　更新の登録
	営業所
	名称
	所在地

	
	
	

	役員
（法人である場合に限る）
	氏名
	役職名

	
	
	

	営業区域の名称
	
	

	浄化槽管理士
	別紙のとおり


添付書類　１　誓約書　
２　器具明細書
３　業務提携清掃業者表
４　浄化槽管理士がその資格を有する者であることを証する書類および住民票の抄本またはこれに代わる書類
５　個人にあつては申請者の略歴を記載した書類、法人にあつては登記事項証明書
　　　　　「登録」

備考　１　　　　　　　　については、不要の文字を消すこと。
　　　　　「更新登録」

　　　２　申請者（申請者が法人であるときは、その代表者）が自署する場合には、押印が不要である。
別紙

浄化槽管理士名簿

	氏名
	所属する営業所の
名称
	浄化槽管理士免状
の交付番号
	担当する営業区域
の名称

	
	
	
	


（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則　様式第2号）
誓約書
年　　　月　　　日

　福 井 県 知 事　　様
住　所

申請者　　　　　　　　　　　　　

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　印
（法人にあつては、名称および代表者の氏名）

申請者は、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例第５条第１号から第６号
までに該当しない者であることを誓約します。

備考
１　申請者（申請者が法人であるときは、その代表者）が自署する場合には、押印が不要である。
２　この誓約書中、「申請者は」とあるのは、申請者が法人である場合には「申請者および役員は」と、申請者が未成年である場合には「申請者およびその法定代理人は」と記載すること。この場合においては、別紙の役員（法定代理人）名簿を添付すること。
別紙

役員（法定代理人名簿）
	区　分
	氏　　　名
	住　　　所

	役員
	
	

	法定代理人
	
	


（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則　様式第3号）
器具明細書
	営業所の名称
	

	器具の名称
	型　　　式
	数

	透視度計
	
	

	温度計
	
	

	水準器
	
	

	溶存酸素測定器具
	
	

	亜硝酸性窒素測定器具
	
	

	水素イオン濃度
指数測定器具
	
	

	塩素イオン濃度測定器具
	
	

	残留塩素測定器具
	
	

	汚泥沈殿試験器具
	
	

	スカムおよび
汚泥厚測定器具
	
	

	その他
	


（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則　様式第4号）
業務提携清掃業者表
年　　　月　　　日

福 井 県 知 事　　様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所
申請者　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　印
（法人にあっては、名称および代表者の氏名）

私が、営業区域ごとに業務に関して提携している、または提携することが確実な浄化槽
清掃業者は次のとおりです。

	営業区域の
名称
	浄化槽清掃業者

	
	氏名または
名称
	営業所の

所在地
	許可番号
	許可年月日
（　期間　）
	提携年月日
または提携
予定年月日

	
	
	
	
	
	


備考　申請者（申請者が法人であるときは、その代表者）が自署する場合には、押印が不要
である。
（福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則　様式第5号）
　　　　　　本　　　人

保守点検業登録申請者　　　　　　　の略歴書

　　　　　　法定代理人

	住所
	　　電話番号　（　　　　）　　－

	ふりがな
	
	生年月日
	年　　月　　日生

	氏名
	
	
	

	職

　　　　歴
	期間
自　年　月　日

至　年　月　日
	従事した職務内容

	
	
	

	上記のとおり相違ありません。

　　　年　　　月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　印


　　　　　「本　　　人」

備考　１　　　　　　　　については、不要の文字を消すこと。

　　　　　「法定代理人」

　　　２　申請者が自署する場合には、押印が不要である。




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































